
 

防 火 対 象 物 の 消 防 用 設 備 等 の 状 況 の 公 表 に 関 す る 運 用 要 綱  

 

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、千 葉 市 火 災 予 防 条 例（ 昭 和 ３ ７ 年 千 葉 市 条

例 第 ４ 号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。） 第 ４ ９ 条 の 規 定 並 び に 千 葉

市 火 災 予 防 規 則（ 昭 和 ５ ６ 年 千 葉 市 規 則 第 ４ ９ 号 。以 下「 規 則 」

と い う 。） 第 ３ ９ 条 及 び 第 ４ ０ 条 の 規 定 に 基 づ く 防 火 対 象 物 の

消 防 用 設 備 等 の 状 況 の 公 表 に つ い て 必 要 な 事 項 を 定 め る も の

と す る 。  

（ 局 長 及 び 署 長 の 責 務 ）  

第 ２ 条  消 防 局 長 （ 以 下 「 局 長 」 と い う 。） 及 び 消 防 署 長 （ 以 下

「 署 長 」 と い う 。） は 、 利 用 者 等 が 防 火 対 象 物 の 利 用 に つ い て

適 切 に 判 断 で き る よ う 、 公 表 を 適 正 に 行 わ な け れ ば な ら な い 。 

（ 公 表 の 対 象 と な る 違 反 の 取 扱 い ）  

第 ３ 条  公 表 の 対 象 と な る 違 反 の 取 扱 い に つ い て は 、次 に 定 め る

と こ ろ に よ る 。  

（ １ ） 規 則 第 ３ ９ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 「 設 置 さ れ て い な い こ と 」

と は 、屋 内 消 火 栓 設 備 、ス プ リ ン ク ラ ー 設 備 、自 動 火 災 報 知

設 備 又 は 避 難 器 具（ 当 該 避 難 器 具 を 消 防 法 施 行 規 則（ 昭 和 ３

６ 年 自 治 省 令 第 ６ 号 。 以 下 「 施 行 規 則 」 と い う 。） 第 ２ ３ 条

第 ４ 項 第 ７ 号 に 規 定 す る 特 定 一 階 段 等 防 火 対 象 物 に 設 置 し

な け れ ば な ら な い 場 合 に 限 る 。以 下 こ の 号 及 び 次 号 に お い て

同 じ 。） の 設 置 が 義 務 と な る 防 火 対 象 物 に お い て 、 当 該 設 備

が 一 切 設 置 さ れ て い な い（ 当 該 防 火 対 象 物 の 階 に 避 難 器 具 が

一 切 設 置 さ れ て い な い 場 合 を 含 む 。） こ と と す る 。  

（ ２ ）規 則 第 ３ ９ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る「 主 た る 機 能 が 喪 失 し て い

る こ と 」 と は 、「 消 防 用 設 備 等 の 点 検 の 基 準 及 び 消 防 用 設 備

等 点 検 結 果 報 告 書 に 添 付 す る 点 検 票 の 様 式 を 定 め る 件 」（ 昭

和 ５ ０ 年 消 防 庁 告 示 第 １ ４ 号 ）で 規 定 す る 点 検 基 準 に 基 づ く

総 合 点 検 の 実 施 結 果 等 か ら 、屋 内 消 火 栓 設 備 、ス プ リ ン ク ラ

ー 設 備 、自 動 火 災 報 知 設 備 又 は 避 難 器 具 の 本 来 の 機 能 が 損 な

わ れ て い る 状 態 に あ る と 認 め ら れ る こ と と す る 。  

（ ３ ）前 ２ 号 の 場 合 に お い て 、消 防 法 施 行 令（ 昭 和 ３ ６ 年 政 令 第

３ ７ 号 。 以 下 「 令 」 と い う 。） 第 ８ 条 の 適 用 を 受 け る 防 火 対

象 物 の 部 分 ご と 、令 第 ９ 条 の 適 用 を 受 け る 防 火 対 象 物 の 部 分



 

ご と 又 は 施 行 規 則 第 １ ３ 条 第 １ 項 第 ２ 号 に 規 定 す る 小 規 模

特 定 用 途 複 合 防 火 対 象 物 に お け る 特 定 の 用 途 部 分 ご と に 設

置 義 務 が 生 じ る と き も 同 様 と す る 。  

（ 報 告 及 び 公 表 の 決 定 ）  

第 ４ 条  査 察 員 は 、立 入 検 査 に お い て 、公 表 の 対 象 と な る 違 反 を

認 め た 場 合 は 、立 入 検 査 結 果 通 知 書 に よ り 署 長 に 報 告 す る も の

と す る 。  

２  署 長 は 、前 項 の 報 告 を 受 け た 場 合 は 、査 察 員 に 当 該 違 反 の 調

査 を 行 わ せ る も の と す る 。  

３  前 項 の 調 査 を 命 じ ら れ た 査 察 員 は 、千 葉 市 予 防 査 察 規 程（ 平

成 ２ ８ 年 千 葉 市 消 防 局 訓 令（ 甲 ）第 ８ 号 。以 下「 規 程 」と い う 。）

第 ３ ３ 条 の 規 定 に 基 づ き 、調 査 し た 結 果 を 違 反 調 査 報 告 書（ 規

程 様 式 第 １ ６ 号（ そ の １ ））に よ り 署 長 に 報 告 す る も の と す る 。  

４  署 長 は 、前 項 の 報 告 を 受 け た 場 合 は 、規 則 第 ３ ９ 条 の 規 定 に

よ り 、 当 該 防 火 対 象 物 の 公 表 の 要 否 を 決 定 す る 。  

（ 公 表 の 予 告 ）  

第 ５ 条  署 長 は 、 前 条 の 規 定 に よ り 公 表 の 必 要 を 認 め た 場 合 は 、

公 表 の 予 告 を す る も の と し 、立 入 検 査 結 果 通 知 書 の 余 白 部 分 に 、

指 導 す べ き 事 項 及 び 公 表 す る 日（ 以 下「 公 表 予 定 日 」と い う 。）

を 記 載 し 、 関 係 者 に 対 し 立 入 検 査 結 果 通 知 書 を 交 付 す る 。  

（ 公 表 依 頼 ）  

第 ６ 条  署 長 は 、前 条 の 規 定 に よ り 立 入 検 査 結 果 通 知 書 を 関 係 者

に 交 付 し た 場 合 は 、公 表 通 知 及 び 公 表 情 報 掲 載 依 頼 書（ 様 式 第

１ 号 ）に 、次 に掲 げ る 資 料 を 添 付 し 、当 該 通 知 書 を 交 付 し た 日

か ら 千 葉 市 の 休 日 を 定 め る 条 例 （ 平 成 元 年 千 葉 市 条 例 第 １ 号 ）

第 １ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 市 の 休 日（ 以 下「 市 の 休 日 」と い う 。）

の 日 数 を 除 く ３ 日 以 内 に 局 長 へ 公 表 を 依 頼 す る も の と す る 。  

（ １ ） 立 入 検 査 結 果 通 知 書 の 写 し  

（ ２ ） そ の 他 必 要 と 認 め る 資 料  

２  前 項 の 依 頼 を 受 け た 場 合 又 は 局 長 が 公 表 の 予 告 を し た 場 合

は 、当 該 内 容 に つ い て 予 防 部 予 防 課 及 び 予 防 部 指 導 課 に お い て

情 報 共 有 す る も の と す る 。  

（ 公 表 の 通 知 ）  

第 ７ 条  局 長 は 、前 条 の 規 定 に よ り 依 頼 を 受 け た 場 合 は 、関 係 者

に 対 し 、公 表 予 定 日 の ７ 日 前 ま で に 、公 表 す る 旨 を 公 表 通 知 書



 

（ 様 式 第 ２ 号 ） に よ り 使 送 又 は 郵 送 で 通 知 す る 。  

２  局 長 は 、関 係 者 に 対 し 、公 表 の 対 象 と な る 違 反 を 是 正 し た 場

合 は 、 そ の 旨 を 連 絡 す る よ う 指 導 す る も の と す る 。  

（ 公 表 の 実 施 ）  

第 ８ 条  局 長 は 、公 表 の 対 象 と な る 違 反 が 公 表 予 定 日 ま で に 是 正

さ れ な い 場 合 は 、規 則 第 ４ ０ 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、次 に 定

め る と こ ろ よ り 公 表 す る も の と す る 。  

（ １ ）規 則 第 ４ ０ 条 第 １ 項 第 １ 号 の イ ン タ ー ネ ッ ト を 利 用 す る 方

法 は 、千 葉 市 消 防 局 ウ ェ ブ サ イ ト（ 以 下「 ウ ェ ブ サ イ ト 」と

い う 。） へ 公 表 情 報 を 掲 載 し て 行 う こ と と し 、 当 該 ウ ェ ブ サ

イ ト へ の 掲 載 及 び 掲 載 し た 情 報 の 更 新 等 の 事 務 は 、予 防 部 予

防 課 に お い て 行 う も の と す る 。  

（ ２ ） 規 則 第 ４ ０ 条 第 １ 項 第 ２ 号 の 閲 覧 の 要 請 が あ っ た と き は 、

要 請 時 点 の ウ ェ ブ サ イ ト の 情 報 を 印 刷 し 、閲 覧 さ せ る も の と

す る 。  

 （ 情 報 提 供 ）  

第 ９ 条  予 防 部 指 導 課 は 、公 表 の 対 象 と な る 違 反 に 係 る 消 防 用 設

備 等・特 殊 消 防 用 設 備 等 検 査 済 証（ 施 行 規 則 別 記 様 式 第 １ 号 の

２ の ３ の ２ ）（ 以 下 「 検 査 済 証 」 と い う 。） を 交 付 し た と き は 、

管 轄 消 防 署 予 防 課 及 び 予 防 部 予 防 課 に そ の 旨 を 情 報 提 供 す る

と と も に 検 査 済 証 の 写 し を 送 付 す る も の と す る 。  

（ 是 正 の 確 認 ）  

第 １ ０ 条  署 長 は 、関 係 者 か ら 公 表 の 対 象 と な る 違 反 を 是 正 し た

旨 の 連 絡 を 受 け た 場 合 は 、是 正 状 況 を 確 認 す る も の と す る 。た

だ し 、 検 査 済 証 が 交 付 さ れ た 場 合 は こ の 限 り で な い 。  

（ 公 表 の 削 除 等 ）  

第 １ １ 条  署 長 は 、公 表 の 対 象 と な る 違 反 が 是 正 さ れ た こ と を 確

認 し た 場 合 は 、公 表 情 報 削 除（ 訂 正 ）依 頼 書（ 様 式 第 ３ 号 ）に 、

次 に 掲 げ る 資 料 を 添 付 し 、速 や か に 局 長 へ 公 表 情 報 の 削 除 を 依

頼 す る も の と す る 。  

（ １ ） 検 査 済 証 の 写 し 等 の 違 反 の 是 正 が 確 認 で き る 資 料  

（ ２ ） そ の 他 必 要 と 認 め る 資 料  

２  署 長 は 、公 表 の 対 象 と な る 防 火 対 象 物 に 複 数 の 公 表 の 対 象 と

な る 違 反 が 存 す る 場 合 に お い て 、い ず れ か の 違 反 が 是 正 さ れ た

と き は 、 そ の 都 度 、 公 表 情 報 の 削 除 を 依 頼 す る も の と す る 。  



 

３  局 長 は 、前 ２ 項 の 規 定 に よ り 、公 表 情 報 の 削 除 を 依 頼 さ れ た

と き は 、 速 や か に 当 該 情 報 を 削 除 す る 。  

４  前 各 項 の 規 定 は 、 公 表 情 報 の 訂 正 を す る 場 合 に も 適 用 す る 。 

（ ウ ェ ブ サ イ ト 掲 載 等 の 事 務 ）  

第 １ ２ 条  第 ８ 条 第 １ 号 の 事 務 は 、原 則 と し て 市 の 休 日 を 除 く 日

の ８ 時 ３ ０ 分 か ら １ ７ 時 ３ ０ 分 ま で の 間 に 行 う も の と す る 。  

 （ 準 用 ）  

第 １ ３ 条  規 程 第 ４ 条 の 規 定 に 基 づ き 局 長 が 査 察 を 執 行 す る 場

合 の 公 表 に 関 す る 事 務 に あ っ て は 、第 ４ 条 、第 ５ 条 、第 １ ０ 条

及 び 第 １ １ 条 の 規 定 を 準 用 す る 。こ の 場 合 に お い て 、こ れ ら の

規 定 中「 署 長 」と あ る の は「 局 長 」と 、第 ７ 条 中「 前 条 の 規 定

に よ り 依 頼 を 受 け た 場 合 は 、関 係 者 に 対 し 」と あ る の は「 関 係

者 に 対 し 」と 、第 １ １ 条 第 １ 項 中「 公 表 情 報 削 除（ 訂 正 ）依 頼

書（ 様 式 第 ３ 号 ）に 、次 に 掲 げ る 資 料 を 添 付 し 、速 や か に 局 長

へ 公 表 情 報 の 削 除 を 依 頼 」と あ る の は「 速 や か に 公 表 情 報 を 削

除 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。  

  附  則  

 こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

 こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

 こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ８ 年 ９ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  



 

様式第１号（第６条関係） 

第   号  

年  月  日  

 

（あて先）消防局長 

 

消防署長   

 

 

公表通知及び公表情報掲載依頼書 

 

 下記の防火対象物について、千葉市火災予防規則第３９条第２項に規定する公表の対象

となる違反が認められるので、公表通知及びウェブサイトへ掲載を依頼します。 

記 

防火対象物の  

名称及び所在地  

名称
フリガナ

 

 

 

所在地  

公表の対象となる

違 反 の 内 容  
 

公 表 予 定 日   

添 付 資 料  

□立入検査結果通知書の写し 

□その他必要と認める資料（             ） 

備 考 

 



 

様式第２号（第７条関係） 

公 表 通 知 書 

第   号  

年  月  日  

 

            様 

 

  千葉市消防長       印   

 

 あなたの所有・管理・占有する防火対象物に関し、    年  月  日に立入検査

結果通知書により通知した指摘事項のうち、千葉市火災予防規則第３９条第２項で規定す

る公表の対象となる違反が認められるので、千葉市火災予防条例第４９条第２項の規定に

より下記のとおり通知します。 

記 

１ 公表する事項 

防火対象物の  

名称及び所在地  

名称
フリガナ

 
 

 

所在地  

公表の対象となる

違 反 の 内 容  
 

そ の 他   

 

２ 公表の方法 

（１）千葉市消防局ウェブサイトへの掲載 

（２）消防局、消防署及び消防出張所での閲覧 

 

３ 公表予定日 

      年  月  日 

 

４ その他 

（１）上記１の公表の対象となる違反を是正した場合は、次の問合せ先へ連絡してください。 

（２）公表日前に違反の是正を確認したときは、当該違反事実については公表しません。 

（３）公表後に違反の是正を確認したときは、公表情報を削除します。 

 

 
問合せ先 

     課 

電話   （  ） 



 

様式第３号（第１１条関係） 

第   号  

年  月  日  

 

 （あて先）消防局長 

 

消防署長   

 

 

公表情報削除（訂正）依頼書 

 

 下記の防火対象物について、千葉市火災予防規則第３９条第２項に規定する公表の対象と

なる違反が是正されました（公表情報の誤りが判明しました）ので、公表情報の削除（訂正）

を依頼します。 

記 

防火対象物の  

名称及び所在地  

名称
フリガナ

 

 

 

所在地  

違反（訂正）の内容   

是 正 完 了 日   

添 付 資 料  

□検査済証の写し等の違反の是正が確認できる資料 

□その他必要と認める資料（               ） 

備 考 

 

 


